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映像コミュニケーションサービス利用規約【現改比較表】2021年12月21日現在 

～2021年12月20日 2021年12月21日～ 

 

第１条 

 ～（略） 

第３６条 

第１条 

 ～（略） 

第３６条 

別記１ 

１ Freeプランの提供条件 

(1) Free プランは、１のワークスペースあたり 20 人以下の参加人数で利用できるものとし

ます。 

(2) 当社は、Free プランの実施及びその利用条件を予告なしに中止または変更する権利を留

保します。 

別記１ 

１ Freeプランの提供条件 

(1)Free プランは、１のワークスペースあたり 20 人以下の参加人数で利用できるものとしま

す。 

(2)当社は、Free プラン契約者へ次項に定めるゲスト会議機能を、利用開始から 30 日間に限

り無料で提供します。ただし、同時に招待できるゲストの人数は 20人以下とします。 

(3) 当社は、Freeプランの実施及びその利用条件を予告なしに中止または変更する権利を留保

します。 
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 2 有料プランの提供条件 

(1) 当社は、有料プランとして有料プラン契約者に次の機能を提供します。 

区分 内容 

ゲスト会議機能 １のワークスペース内に、一時的に参加可能な利用者（以下

「ゲスト」といいます。）を招待して利用できる機能。同時

に招待できるゲストの人数は、Team50においては 50人以

下、Team100においては 100人以下とします。 
 

料金表 

（略） 

料金表 

（略） 

第 1表 料金 

（略） 

第 1表 料金 

（略） 

 附 則（令和３年12月15日 ＡＰＳ１サ第00859623号） 

（実施期日） 

 この改正規定は、令和３年12月21日から実施します。 

 

  


